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第 2 回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録 


 


日時  平成 28 年 2 月 1 日（月） 15:00～16:30  


場所  四谷 IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


出席者 21 名 


第２回運用部会参加者リスト     


首都大学東京 山本 康友 ○ (株)キャディアン 山﨑 裕子   


(一社)IAI 日本 山下 純一   (株)キャディアン 植松 良太   


(一財)建築保全センター 寺本 英治 ○ (株)キャディアン 中野 健成   


大森法律事務所 大森文彦 ○ (一財)建築保全センター 林 理 ○ 


(株)大塚商会 水野 一哉   (有組)C-PES研究会 
安孫子 義


彦 
  


グラフィソフトジャパン(株) 
ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃ


ﾙ 
  (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一 ○ 


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 ○ (一社)ＩＡＩ日本 榊原 克巳 ○ 


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治 ○ （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司 ○ 


(株)構造計画研究所 橋本 純 ○ (公社)日本建築家協会 筒井 信也 ○ 


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史   (公社)日本建築家協会 藤沼 傑 ○ 


(株)佐藤総合計画 森山 尚   (公社)日本建築士連合会 木村 行道   


(株)佐藤総合計画 糸島 光洋   (公社)日本建築積算協会 森谷 靖彦 ○ 


(株)佐藤総合計画 齋藤 崇志   (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 ○ 


(株)ダイテック 芦原 司   (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治   


(株)ダイテック 山口 正明   事務局     


(株)ダイテック 西岡 佳造 ○ (一財)建築保全センター 高橋 譲司 ○ 


(地法)日本下水道事業団 富樫 俊文 ○ (一財)建築保全センター 影山 徹 ○ 


(地法)日本下水道事業団 新井 知明   (一財)建築保全センター 水澤 久夫 ○ 


日本メックス(株) 野口 順二 ○ (一財)建設業振興基金 山中 隆 ○ 


(株)キャディアン 笠原 靖子         


 


配布資料 


   


資料 運２－１  議事次第 


 資料 運２－２  第１回運用部会議事録 


 資料 運２－３  BIMの著作権 


 資料 運２－４  Terms and Conditions 契約条件 


 資料 運２－５  Stemサイト利用規約・注記事項、覚書、画像・CADデータ利用に関する契約 


資料 運２－６  BIMライブラリーで規約が必要な部分の整理 







 


 


議題（１）前回議事録紹介 


 ・修正依頼はこの場ではなし。 


 


議題（２）BIM の著作権について 


・資料 運２－３を利用して紹介（次世代公共建築研究会 BIM のガイドブック案） 


＊建築の著作権の特殊性 


  ２D の著作権については日本建築学会内部の委員会で「建築における電子データ流通のため


のガイドライン」としてはまとめてある。BIM データについては定義があまりされていない。 


 著作権法第 6 号の紹介 著作者人格権と著作財産権について説明 


著作権法第 15 号の紹介 著作権は一定の制限があり 


著作権法第 2 号の紹介 建築物の増改築修繕模様替えによる改変については適用外 


＊BIM データの作成関与者 


BIM データの作成は基本設計者、実施設計者、施工会社、専門工事会社、データ作成専門会社、 


部品データ（BIM ライブラリーオブジェクト）作成会社と各段階で関与している。 


＊BIM データの流れ 


図 1 を紹介、建築主を中心にした説明になっている。BIM になっても同様の考え方。 


＊BIM データの著作権 


設計を行う設計者は BIM データに対しては原著作権を持つことになる。 


他の BIM データ作成関与者に対しては、創造性のある行為をしたのかにより判断される。 


＊契約の必要性 


BIM データに起因する瑕疵問題が発生した場合、責任問題にもなる。 


関係者同士での契約を結ぶ事が肝要である。 


 


 


議題（３）NBS BIM ライブラリーの「契約条件(Terms and Conditions)」の紹介 


  目次１～１７だけ和訳した。次頁からの和訳は次回以降とする。法律用語で和訳するのに難解。 


 


議題（４）建設業振興基金(C-CADEC)の契約条件の紹介 


  C-CADEC の成果品が建設業振興基金と建築保全センターで利用許諾契約したことの紹介。 


  機器ライブラリーStem の配信サービスが、現在も建設業振興基金の HP サイトにて無料で行わ


れていることを紹介。 


  C-CADEC と Stem にデータを提供していただく機器メーカー等との契約を交わすときには、 


  相手によって２つの契約形態があった。 


① 画像・CAD データ利用に関する契約 


② 建築設備機器 CAD データの提供に関する覚書 


② の第６条、第７条が①には網羅されておらず 







  質問事項として 


  １）メーカが製造をやめる時にデータは残すのでしょうか？ ⇒BLC ではこれからの検討材料 


  ２）開発費用を出した情報処理推進機構（IPA）へのバックはあったのですか？ 


    IPA と C-CADEC との契約事項につき、調べてみる。 


議題 （５）BIM ライブラリーで規約が必要な部分の整理 


④ プロジェクト用のデータ加工においては、パラメトリックモデル作成もあり 


⑩その他は、プロジェクト利用あるいは研修での利用など 


さらに詳細項目があれば、申し出てください。 


これからだが、だれがそれぞれのファンクションで作成をするのか、議論していきたい。 


全体としての動きはどうなっていますか？ 


２月より在り方、建築、設備の各部会員に＜今後の進め方＞アンケートを取って行く。 


３月には回収をして方向性を議論して、見定めていきたい。 


議題（６）その他 


    著作権については質問コーナーを設けてほしい。 


    部会の掲示板を作成することを検討してほしい。 


   運用部会としては 2 か月に 1 回程度の会合を開いていく。 


 


 


第３回 ４月１９日（火）15:00～17：00  場所：四谷 IAI 日本事務局会議室（GSA（株）） 


  





